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協議会業務委託等の契約手続きについて 

 

１．業務内容 

地域公共交通計画に位置付けた施策の中で、更なる利便性向上や運行効率化に向け、計

画策定のための調査に要する費用や利用促進に係る事業、計画の達成状況等の評価に係る

事業が国庫補助対象となっている。国庫補助対象者が交通政策推進協議会となっているこ

とから、協議会として下記の業務委託及び印刷物請負契約手続きを行う。 

 

①利便増進実施計画調査・検討業務 

都心内エリアにおける路線バスの運行効率化や、バス幹線区間・準幹線区間における

連節バス・PTPS 導入について、利便増進実施計画の策定に要する調査・分析を行う。対

象区間は、主に都心内エリア、桜ケ丘方面について検討を進める。 

【委託業者の選定】 

選定業者は、利便増進実施計画策定あるいは再編実施計画策定の業務実績を有する

とともに、担当技術者についても利便増進実施計画策定あるいは再編実施計画策定に

携わった実績を有する者を配置するものとし、指名競争入札により実施する。 

 

②施策実施状況調査業務（八木山ライン・仙台都心循環線） 

仙台市利便増進実施計画に位置付け、令和 5 年 4 月に平日オフピーク、令和 6 年 4月

に全日でダイヤ調整（図１参照）を行った八木山ラインと仙台都心循環線の取組み実施

効果を把握するため、取組前後のバス利用状況を把握するとともに、路線バス利用者へ

のアンケート調査を行う。 

【委託業者の選定】 

選定業者は、バス事業者の乗降データ（清算券種，系統コード，始発時刻，乗降車停

留所，降車日等）の分析業務の実績を有するものとし、指名競争入札により実施する。 

 

 

  図１ R6.4 から実施した休日ダイヤ調整の例 
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③バス停デザインマニュアル策定業務 

利用者の利便性向上や交通事業者の経費削減に向け、バス事業者が各々設置している

バス停について事業者同士の連携によるバス停統合を見据えたデザインマニュアルの検

討・策定を行う。 

【委託業者の選定】 

選定業者は、交通に関する案内サイン等のデザインマニュアル策定の業務実績を有

するものとし、指名競争入札により実施する。 

 

④仙台都心循環線チラシ等印刷 

仙台都心循環線の利用促進に向け、チラシ等の配布・掲示による周知・広報を行うた

めのチラシ等の作成を行う。 

 

⑤モビリティ・マネジメント関連業務 

公共交通の持続的な利用促進に向け、転入者や地域住民などへ統合バスマップや乗り

継ぎガイドによる情報提供等を行う。 

 

２．スケジュール 

協議会業務委託等のスケジュールについては別紙参照。 

 



別紙 

 

業務名 
利便増進実施計画調査・

検討業務 

施策実施状況調査業務 

（八木山ライン・仙台都心循環線） 

バス停デザインマニュアル

策定業務 

仙台都心循環線チラシ

等印刷 

モビリティ・マネジメ

ント関連業務 

主な内容 

利便増進実施計画の策定

に要する調査・分析 

①実施事業の内容 

②事業の実施効果 

①路線バス利用者数の施策前

後の比較 

②路線バス利用者のアンケート

調査 

①マニュアルの内容検討 

②マニュアル策定 

③周知用ポスター等印刷 

①仙台都心循環線チラ

シ・ポスター印刷 

①転入者モビリテ

ィ・マネジメントの

実施 

②仙台駅乗り継ぎ

ガイド作成 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

（
予
定
） 

5 月 国庫補助交付決定 国庫補助交付決定 国庫補助交付決定 国庫補助交付決定 国庫補助交付決定 

6 月 契約・業務着手 契約・業務着手 

バス事業者調整 

契約・業務着手 

契約・業務着手  

7 月 
都心の運行効率化に関す

る検討や連節バス導入に

向けた基礎調査 

利用者数の施策前後の比較、ア

ンケート調査実施 

印刷及び配布・掲示  

8 月 履行期限  

9 月   

10 月    

11 月 協議会にて中間報告 
マニュアルの策定 

  契約・業務着手 

12 月 

調査・検討とりまとめ 調査とりまとめ 

  統合バスマップ作成

のための調整 1 月 

周知用ポスター等の印刷 

  

2 月   
乗り継ぎガイドデー

タ更新 

3 月 履行期限 履行期限 履行期限   印刷・履行期限 

 

 

 

 


